
八王子市告示第 364号 

 

 

土壌汚染対策法（平成 14年法律第 53号）第 11条第１項の規定に基づき、特定有害物質に

よって汚染されており、土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければならない

区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を指定するので、同条第３項において準用す

る同法第６条第２項の規定に基づき、下記のとおり告示する。 

 

平成 27年 10月 19日 

 

八王子市長 石森 孝志   

 

記 

 

１ 形質変更時要届出区域 

別図のとおり（八王子市楢原町 448-1、448-3の一部） 

 

２ 土壌汚染対策法施行規則（平成 14年環境省令第 29号。以下「省令」という。）第 31条 

第１項の基準に適合していない特定有害物質の種類    

鉛及びその化合物 

ふっ素及びその化合物 

ほう素及びその化合物 

 

３ 省令第 31条第２項の基準に適合していない特定有害物質の種類    

鉛及びその化合物 

ふっ素及びその化合物 

 

 

 

 

 

＜問合せ先＞ 

環境部環境保全課 
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